
※R７年１月～４月末現在

【被害にあわないためにチェック】
１つでも当てはまれば詐欺！すぐに最寄りの警察署に相談！

☑警察官から｢捜査対象｣｢逮捕する｣と
言われている。

☑警察官とSNS(LINEなど)で連絡を取り
合っている。

☑警察官からSNSで｢逮捕状｣｢警察手帳｣の
画像を見せられた。

☑警察官から現金を要求されている。



警察官をかたる詐欺の手口

○警察署の刑事です

逮捕状が出ています。

ビデオ通話で取調べ
をします。

被害

ニセ警察官から電話①

詐欺の犯人が、あなた名
義のキャッシュカードや
携帯電話を持っていた。
あなたも共犯として逮捕
する。

ＳＮＳに誘導②

警察手帳や逮捕状の画像
を送る

③

【ニセの警察官と警察手帳】

金銭を要求④

警察官は、SNSで連絡したり、取調べ
したりすることはありません

ポイント

警察官は、SNSで警察手帳や逮捕状
の画像を送ることはありません

ポイント

犯人からお金を受け取っ
た疑いがある。

お金を全て振り込んでく
ださい。

身の潔白を証明するため、

口座のお金を調べる。

警察官は、電話で｢逮捕する｣｢捜査
対象｣と言うことはありません

ポイント


